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大川村人事行政の運営等の状況（平成２９年度）  

 

第１章  職員の給与・定員管理の状況                

 

１  総括  

 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区  分  
住民基本台帳人口  

（２９年１月１日） 

歳  出  額  

Ａ  
実質収支  

人  件  費  

Ｂ  

人件費率  

Ｂ／Ａ  

(参考 ) 

27年度の人件費率  

28年度  
人  

4 0 0  

千円  

2 , 0 0 7 , 4 0 5  

千円  

2 1 , 0 3 3  

千円  

2 1 7 , 1 3 8  

％  

1 0 . 8  

％  

1 1 . 1  

 

 ( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算）  

区  分  
職員数  

Ａ  

給      与      費   

 

 

 

(参考 )一人当た

り給与費Ｂ／Ａ  

(参 考 )類 似 団 体

平 均 一 人 当 た り

給 与 費  
給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当   計  Ｂ  

28年度  
   人  

2 0  

    千円  

6 4 , 6 9 9  

    千円  

9 , 4 3 3  

    千円  

2 2 , 8 0 6  

    千円  

9 6 , 9 3 8  

千円  

4,847 

千円  

5 , 4 3 3  

（注）１  職員手当には退職手当を含まない。  

２  職員数は、２８年４月１日現在の人数である。  

 

 (3) ラスパイレス指数の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
（注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する

ため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職
俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した指数。  

２  類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平
均したものである。  

 
※  ２９年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②
３年連続で上昇している場合、③ 100 を超えている場合について、その理由及び改善の見込み  

該当なし  
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 (4) 給与改定の状況  

    ①月例給  

 

区  分  

 

人事委員会の勧告   

給与改定率  

 

 

 

 

(参考 ) 

国の改定率  

 

民間給与  

Ａ  

公務員給与  

Ｂ  

較差  

Ａ－Ｂ  

勧告  

（改定率）  

28年度  

 

円  

－  

円  

－  

円  

－（－％）  

％  

－  

％  

－  

 

 

％  

0 . 1 5  

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパ

イレス比較した平均給与月額である。     

 

    ②特別給（期末・勤勉手当）  

 

区  分  

 

人事委員会の勧告   

年間支給月数      

 

 

 

 

(参考 ) 

国の年間  

支給月数  

民間の支給  

割合    Ａ  

公務員の  

支給月数  Ｂ  

較差  

Ａ－Ｂ  

勧告  

（改定月数） 

28年度  

 

月  

－  

月  

－  

月  

－  

月  

－  

月  

－  

 

 

月  

4 . 4 0  

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の

支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。  

 

(5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について  

 

 

 

①給料表の見直し  

［  実施  未実施  ］  

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施

の場合には、その理由））  

 

 

 

 

②地域手当の見直し  

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）  

③その他の見直し内容  

 

 

 (6)特記事項  

   な し  

 

（給料表の改定実施時期）  

平成２９年４月１日  

（内容）  

一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均 0.5％引下げ。激変緩和のため、 

１年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。  

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手

当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。  

なし  

支給対象地域なし  
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２  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２９年４月１日現在） 

    ①一般行政職  

  

 

 

 

 

 

区  分  平 均 年 齢      平均給料月額  平均給与月額  
平均給与月額  

(国比較ベース ) 

大川村     37.2 歳  288,165 円  327,289 円  303,776 円  

高知県     43.3 歳  322,451 円  386,192 円  343,770 円  

国     43.6 歳  330,531 円  ―  ―  

 類似団体     40.8 歳  295,601 円  334,798 円  324,655 円  

（注）１  「平均給料月額」とは、２９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均であ  

る。  

２  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外  

勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において  

明らかにされているものである。  

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時  

間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。  

 

 (2) 職員の初任給の状況（２９年４月１日現在）  

区     分  大  川  村  高  知  県  国  

一般行政職  

大  学  卒  178,200 円  180,400 円  
総合職  191,700 円  

一般職  178,200 円  

高  校  卒  146,100 円  146,700 円  146,100 円  

 

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２９年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    区     分  
経験年数  

5以上～ 10年未満  

経験年数  

10以上～ 20年未満  

経験年数  

20以上～ 30年未満  

経験年数  

30以上～ 35年未満  

一般行政職  

大学卒           －  円      269,100 円      346,350 円           －  円  

高校卒           －  円      197,500 円      352,800 円      398,700 円  
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３  一般行政職の級別職員数等の状況  

 

 ( 1 )  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２９年４月１日現在）  

区  分  標準的な職務内容  職員数  構成比  
１号給の  

給料月額  

最高号給の

給料月額  

１  級  主 事 の 職 務  

         人  

４  

        ％  

2 3 . 5  

        円  

1 4 1 , 6 0 0  

        円  

2 4 6 , 6 0 0  

２  級  主 事 の 職 務  

         人  

２  

        ％  

1 1 . 8  

        円  

1 9 1 , 7 0 0  

        円  

3 0 3 , 4 0 0  

３  級  主 幹 の 職 務  

         人  

２  

        ％  

1 1 . 8  

        円  

2 2 7 , 9 0 0  

        円  

3 4 9 , 2 0 0  

４  級  主 任 の 職 務  

         人  

０  

        ％  

0  

        円  

2 6 1 , 1 0 0  

        円  

3 8 0 , 2 0 0  

５  級  
課 長 補 佐 、 議 会 事 務 局

長 の 職 務  

         人  

５  

        ％  

2 9 . 4  

        円  

2 8 7 , 1 0 0  

        円  

3 9 2 , 2 0 0  

６  級  
参 事 、 課 長 、 会 計 管 理

者 、 教 育 次 長 の 職 務  

         人  

４  

        ％  

2 3 . 5  

        円  

3 1 7 , 7 0 0  

        円  

4 0 9 , 4 0 0  

  （ 注）１  大川村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。  

２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。  
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 (2) 昇給への人事評価の活用状況  

平成 29 年 4 月 2 日から平成 30 年 4 月 1 日  

までにおける運用  
管理職員  一般職員  

イ．  人事評価を活用している  ○  ○  

 

活用している昇給区分  
昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

上位、標準、下位の区分  ○  ○  ○  ○  

上位、標準の区分    
  

標準、下位の区分    
  

標準の区分のみ（一律）    
  

ロ．  人事評価を活用していない    

  活用予定時期    

 

 

 

４ 職員の手当の状況  

 

 (1) 期末手当・勤勉手当  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

大  川  村  高  知  県  国  

１人当たり平均支給額（ 28年度） 

1,568 千円  

１人当たり平均支給額（ 28年度）  

1,568 千円  

－  

 

（ 28年度支給割合）   

 期末手当       勤勉手当  

   2.55  月分      1.5  月分  

 ( 1.375)月分   (  0.75)月分  

（ 28年度支給割合）   

 期末手当       勤勉手当  

   2.55  月分      1.5  月分  

 ( 1.375)月分   (  0.75)月分  

（ 28年度支給割合）   

 期末手当       勤勉手当  

   2.6   月分      1.7  月分  

 ( 1.45 )月分   (  0.8 )月分  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算    5～ 1 5％  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算    5～ 2 0％  

・ 管 理 職 加 算  1 0～ 2 0％  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算    5～ 2 0％  

・ 管 理 職 加 算  1 0～ 2 0％  

（注）  (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。  

 

 ○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）  

平成 29 年度中における運用  管理職員  一般職員  

イ．  人事評価を活用している  ○  ○  

 

活用している成績率  
支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

上位、標準、下位の成績率  ○  ○  ○  ○  
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上位、標準の成績率  
    

標準、下位の成績率  
    

標準の成績率のみ（一律）  
    

ロ．  人事評価を活用していない    

  活用予定時期    

 

 (2) 退職手当（２９年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

大  川  村  国  

（支給率）     自己都合     勧奨・定年  

勤 続 2 0 年         20.445 月分  25.55625月分  

勤 続 2 5 年         29.145  月分   34.5825月分  

勤 続 3 5 年         41.325 月分    49.59 月分  

最高限度額     49.59   月分    49.59 月分  

その他の加算措置  

  定年前早期退職特例措置  

(２ ～ ２ ０ ％ 加 算 )  

1人当たり平均支給額    ―  千円  秘匿事項  

（支給率）     自己都合     勧奨・定年  

勤 続 2 0 年         20.445 月分  25.55625月分  

勤 続 2 5 年         29.145  月分   34.5825月分  

勤 続 3 5 年         41.325 月分    49.59 月分  

最高限度額     49.59   月分    49.59 月分  

その他の加算措置                         

定年前早期退職特例措置  

(応 募 認 定 退 職  ２ ～ ４ ５ ％ 加 算 )  

 

（注）  退職手当の１人当たり平均支給額は、 28 年度に退職した職員に支給された平均額である。    

 

(3) 地域手当（２９年４月１日現在）  

支  給  実  績（ 28年度決算）        －  千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（ 28年度決算）             －   円  

支給対象地域  支給率  支給対象職員数  国の制度（支給率） 

－       －    ％         －     人        １５    ％  

地域手当補正後ラスパイレス指数  

（ラスパイレス指数）  

９４．０   

（  ９４．０）  

（注）  地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方

公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。  

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基

づく地域手当支給率）により算出。）  

 

 (4) 特殊勤務手当（２９年４月１日現在）  

支給実績（ 28年度決算）  －  千 円  

支給職員１人当たり平均支給年額（ 28年度決算）  －   円   

職員全体に占める手当支給職員の割合（ 28年度）  －   ％  

手当の種類（手当数）           １  

手当の名称  主な支給対象職員  主な支給対象業務  
支給実績 

(28年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

防疫等作業手当  
感染症防疫作業に

従事する職員  

感 染 症 菌 の 付 着 し

た 物 件 の 処 理 作 業  

千円  

0 
日額  1,000円  
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(5) 時間外勤務手当  

支給実績（ 28年度決算）          2 , 5 9 4   千円   

職員１人当たり平均支給年額（ 28年度決算）   1 2 4   千円   

支給実績（ 27年度決算）          2 , 5 9 0   千円   

職員１人当たり平均支給年額（ 27年度決算）   1 3 0   千円   

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（ 28 年度決算）」と同じ年

度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とは

ならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。  

 

(6) その他の手当（２９年４月１日現在）  

 

手  当  名  

 

内容及び支給単価  

国 の 制

度 と の

異 同  

国 の 制 度 と

異 な る 内 容  

支 給 実 績  

（ 2 8年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり  

平均支給年額  

（ 28年度決算）  

扶 養 手 当      

配 偶 者 1 3 , 0 0 0円  
配 偶 者 以 外 の 扶 養
親 族 1人 に つ き
6 , 5 0 0円  
た だ し 配 偶 者 の な
い 場 合 の 1人 目 の み
1 1 , 0 0 0円  
1 6～ 2 2歳 の 子 1人 に
つ き 加 算 額 5 , 0 0 0円  

 

 

同  

 

 

－  

千円  

 

1 , 4 3 0  

円  

 

1 5 8 , 8 8 9  

住 居 手 当      

借 家 基 礎 控 除 額  
1 2 , 0 0 0円  
最 高 支 給 限 度 額  
2 7 , 0 0 0円  

同  －  

千円  

  1 , 3 3 1   

円  

   1 4 7 , 8 6 7  

通 勤 手 当      

① 交 通 機 関 利 用 者
最 高 支 給 限 度 額
5 5 , 0 0 0円  
② 交 通 用 具 利 用 者
通 勤 に 応 じ て  
2 , 0 0 0円 ～ 2 4 , 5 0 0円  

 

同  

 

  －  

千円  

      978 

円  

   6 1 , 1 0 0  

夜間勤務手当  2 5 / 1 0 0  同  －  

千円  

        0 

円  

－  

管理職手当   異  

支 給 し て

い な い  

千円  

      816 

円  

      204,000 

休日勤務手当  1 0 0 / 1 3 5  同  －  

千円  

        0 

円  

－  

夜間勤務手当  2 5 / 1 0 0  同  －  

千円  

        0 

円  

－  

宿日直手当  4 , 2 0 0円  同  －  

千円  

      815 

円  

       38,800 
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５  特別職の報酬等の状況（２９年４月１日現在）  

 

区      分  給 料 月 額 等                     

給

 

料

 

市  区  町  村  長  

副  市  町  村  長  

600,000  円  

540,000  円  

（参考）類似団体における最高／最低額  

830,000 円／  492,000 円  

669,000  円／  443,000 円  

報

 

酬

 

議      長  

副   議   長  

議      員  

220,000  円  

166,000  円  

147,000  円  

（参考）類似団体における最高／最低額  

316,000  円／  176,000 円  

255,000  円   122,400  円  

233,000  円／  103,000 円  

期
末
手
当 

市  区  町  村  長  

副  市  町  村  長  

       

 （ 28年度支給割合）       2.55  月分  

議      長  

副   議   長  

議      員  

       

 （ 28年度支給割合）       2.55  月分  

退
職
手
当 

 

市  区  町  村  長  

副  市  町  村  長  

 （算定方式）       （１期の手当額）         （支給時期）  

  在職年方式               12,000 千円               任期毎  

在職年方式                6,480 千円               任期毎  

備    考  
 

（注）１  給料及び報酬の（  ）内は、減額措置を行う前の金額である。  

２  退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期    

（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。  
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６  職員数の状況  

 

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由  

（各年４月１日現在）  

          区  分  

部  門  

職   員   数  
対  前  年  

増  減  数  
   主 な 増 減 理 由            

平成 28年  平成 29年  

  

 普  

  

 通  

  

 会  

  

計  

  

部  

  

門  

 

 

 一  

 般  

 行  

 政  

 部  

 門  

 

議   会  

総   務  

税   務  

農 林 水 産  

商   工  

土   木  

民   生  

衛   生  

1  

9  

1  

3  

0  

1  

2  

1  

1  

7  

1  

3  

0  

1  

4  

2  

0  

△ 2  

0  

0  

0  

0  

2  

1  

 

欠 員 不 補 充  

 

 

 

 

欠 員 補 充  

欠 員 補 充  

  計     1 8     1 9     1  ＜参考＞                         

  人口１万人当たり職員数   －  人  

 （類似団体の人口１万人当たりの職員数  186.33人）  

教  育  部  門     2     2   0   

消  防  部  門     0     0     0   

  小    計     2 0    2 1     1  
＜参考＞                         

  人口１万人当たり職員数   －  人  

 （類似団体の人口１万人当たりの職員数  219.44人）  

 

 

公  

営  

企会  

業計  

等部  

 門  

病   院  

水   道  

下  水  道  

交   通  

そ  の  他  

0  

0  

0  

0  

1  

0  

0  

0  

0  

1  

0  

0  

0  

0  

0  

 

 

 

  小    計  1  1  0   

合   計  

   2 1  

[  2 6  ]  

  2 2  

[  2 6  ]  

1 

[  0  ]  

 

（注）１  職員数は一般職に属する職員数である。  

２  [     ]内は、条例定数の合計である。  
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部門別  

 ( 2 )  年齢別職員構成の状況（２９年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分  

 

20歳  

 

未満  

20歳  

～  

23歳  

24歳  

～  

27歳  

28歳  

～  

31歳  

32歳  

～  

35歳  

36歳  

～  

39歳  

40歳  

～  

43歳  

44歳  

～  

47歳  

48歳  

～  

51歳  

52歳  

～  

55歳  

56歳  

～  

59歳  

60歳  

 

以上  

 

計  

 

職員数  

人  

0  

人  

1  

人  

4  

人  

2  

人  

5  

人  

0  

人  

1  

人  

6  

人  

1  

人  

2  

人  

0  

人  

0  

人  

2 2  

 

 (3) 職員数の推移  

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

 24 年  25 年  26 年  27 年  28 年  29 年  
過去５年間  

の増減数（率） 

一般行政  13 15 17 17 18 19 6 ( 146％ ) 

教育  4 4 4 3 2 2 △ 2 (△ 50％ ) 

消防  0 0 0 0 0 0 0 (   ％ ) 

普通会計計  17 19 21 20 20 21 4 ( 124％ ) 

公営企業等会計計  1 1 1 1 1 1 0 (   ％ ) 

総合計  18 20 22 21 21 22 4 ( 124％ ) 

（注）１  各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。  

２  合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。  

 

 

 

 

年  度  
部門別  

0

10

20

30

40

20

歳

未

満

20-

23

歳

24-

27

歳

28-

31

歳

32-

35

歳

36-

39

歳

40-

43

歳

44-

47

歳

48-

51

歳

52-

55

歳

56-

59

歳

60

歳

構成比

５年前の構成比

％
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第２章 職員の任用の状況                        

 

１ 任用の状況 

 

(１)採用者数 

平成 29 年度に新たに採用された職員の状況は、次のとおりです。  

 
（単位：人）  

区分  男  女  計  

一般行政職  １ 1 1 

 

 (２)退職者数  

平成 29 年度に退職した職員の状況は、次のとおりです。  

     
（単位：人） 

区分  定年退職  勧奨退職  自己都合退職  死傷病  計  

一般行政職  0 0 ２ 0 ２ 

 

 

 

 

 

第３章 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況                

 

１ 勤務時間及び週休日、休日  

勤務日  月曜日から金曜日まで（午前８時３０分から午後５時１５分まで）  

週休日  日曜日及び土曜日  

休  日  国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに１２月２９日から１月３日まで  

 

 

 

２ 休暇の種類  

職員の休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇がある。  

 

(１)年次有給休暇  

有給による休暇で、１年につき２０日間付与され、１日又は１時間単位で取得することができる。  

（翌年への２０日以内の繰越が認められており、最高４０日間となる。）  

 

(２)病気休暇 

職員が負傷または疾病のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められ

る場合の有給による休暇で、次の期間取得することができる。  

・公務傷病によるもの   必要最小限の期間  

・一般の傷病によるもの  ９０日以内（結核性疾患は，１年以内）  
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(３)特別休暇 

場         合  期       間  

１  職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、そ

の勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。  

必要と認められる期間  

２  職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判

所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、そ

の勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。  

必要と認められる期間  

３  職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登

録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のた

め配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供す

る場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため

勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。  

必要と認められる期間  

４  職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢

献する活動（専ら親族に対する支援となる活動を除く。）を行う場

合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 (１) 地

震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又

はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災

者を支援する活動 (２) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホ

ームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又

は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ず

ることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動

(３) 前２号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障

害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障が

ある者の介護その他の日常生活を支援する活動 (４) 国際交流

団体又は公的団体が行う行事等において、通訳その他外国人

を支援する活動  

一の年において５日の範囲内の期間  

５  職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い

必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認

められるとき。  

結婚の日の５日前の日から当該結婚の日

後１月を経過する日までの期間内における

連続する５日の範囲内の期間  

６  ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14 週間）以内に出産す

る予定である女子職員が申し出た場合  

出産の日までの申し出た期間  

７  女子職員が出産した場合  出産の日の翌日から８週間を経過する日ま

での期間（産後６週間を経過した女子職員

が就業を申し出た場合において医師が支障

がないと認めた業務に就く期間を除く。）  

８  生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のため

に必要と認められる授乳等を行う場合  

１日２回それぞれ 30 分以内の期間（男子職

員にあっては、その子の当該職員以外の親

が当該職員がこの項の休暇を使用しようとす

る日におけるこの項の休暇（これに相当する

休暇を含む。）を承認され、又は労働基準

法（昭和 22 年法律第 49 号）第 67 条の規

定により同日における育児時間を請求した

場合は、１日２回それぞれ 30 分から当該承

認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引

いた期間を超えない期間）  
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９  職員が妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。次号において同じ。）の出産に伴い出産に係る入院

若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入

院中の世話、子の出生の届出等のため勤務しないことが相当で

あると認められる場合  

職員の妻が出産するため病院に入院する

等の日から当該出産の日後２週間を経過す

る日までの期間内における２日（再任用短

時間勤務職員にあっては、16 時間）の範囲

内でそのつど必要と認める日又は時間（再

任用短時間勤務職員にあっては、時間）  

10 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は

小学校就学の始期に達するまでの子（妻の子を含む。）を養育す

る職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると

認められるとき  

  

職員の妻の出産予定日の６週間（多胎妊

娠の場合にあっては、14 週間）前の日から

当該出産の日後８週間を経過する日までの

期間内における５日（再任用短時間勤務職

員にあっては、40 時間にその者の勤務時間

（当該勤務時間に１時間未満の端数がある

場合にあっては、これを切り上げた時間。）を

40時間で除して得た数の時間とする。）の範

囲内でその都度必要と認める日又は時間

（再任用短時間勤務職員にあっては、時

間） 

11 小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。

以下この項において同じ。）を養育する職員が、その子の看護

（負傷し、詳しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防

を図るために必要なものとして村長が定めるその子の世話を行う

ことをいう。）のため勤務しないことが相当であると認められる場合  

一の年において５日の範囲内でそのつど必

要と認める日又は時間  

12 要介護者の介護その他の村長が定める世話を行う職員が、

当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場

合   

一の年において５日（要介護者が２人以上

の場合にあっては、10 日）の範囲内でその

つど必要と認める日又は時間   

13 職員の親族（別表第２の親族欄に掲げる親族に限る。）が死

亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必

要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認めら

れるとき。  

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する

日数（葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあ

っては、往復に要する日数を加えた日数）の

範囲内の期間   

14 職員が父母の追悼のための特別な行事（父母の死亡後 15

年以内に行われるものに限る。）のため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合  

１日の範囲内の期間  

15 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及

び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当である

と認められる場合  

一の年の７月から９月までの期間内におけ

る、週休日、条例第９条の４第１項の規定に

より割り振られた勤務時間の全部について

超勤代休時間が指定された勤務日等、休

日及び代休日を除いて原則として連続する

３日の範囲内の期間   

16 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当

する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが

相当であると認められるとき。  

(１) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員が

その復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき  

(２) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要

な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外には

それらの確保を行うことができないとき   

７日の範囲内の期間  
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17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等によ

り出勤することが著しく困難であると認められる場合  

必要と認められる期間  

18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に

際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤

務しないことがやむを得ないと認められる場合  

必要と認められる期間  

19 地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 42 条の規定に

よりあらかじめ計画された能率増進計画の実施   

計画の実施に伴い必要と認める期間  

20 女子職員の生理（生理日において勤務することが著しく困難

である者が請求した場合）  

必要と認められる期間。ただし、１日を超える

ときは、その超える期間については、第 14条

第１項第２号の規定による。  

21 妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導（妊娠中

の女子職員及び産後１年を経過しない女子職員が母子保健法

（昭和 40年法律第 141号）第 10条に規定する保健指導又は同

法第 13 条に規定する健康診査を受ける場合）  

妊娠満 23週までは４週間に１回、妊娠満 24

週から満 35 週までは２週間に１回、妊娠満

36 週から出産までは１週間に１回、産後１年

まではその間に１回（医師等の特別の指示

があった場合には、いずれの期間についても

その指示された回数）について、それぞれ、１

日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と

認められる時間  

22 妊娠中の女子職員の通勤緩和（妊娠中の女子職員が通勤

に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持

に影響があると認めるとき。）  

正規の勤務時間等の始め又は終わりにお

いて、１日を通じて１時間を超えない範囲内

でそれぞれ必要とされる時間  

 

(４)介護休暇  

 職員が配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、父母、子、

配偶者の父母その他規則で定めるもので負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわたり

日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる

場合の休暇で、取得する期間は無給。  

 連続する６ヶ月の期間内において１日又は１時間単位で取得することができる。その勤務しない

時間につき給与額を減額する。 

 

 

 

３ 育児休業等  

 

(１)育児休業 

３歳に満たない子を養育するため、その子が３歳に達する日まで休業することができる制度で、

休業する期間は無給  

 

(２)部分休業 

３歳に満たない子を養育するため、その子が３歳に達する日まで、１日の勤務時間の初め又は

終わりにおいて１日を通じて２時間を越えない範囲で、３０分単位で取得することができる制度

で、休業する期間は無給。 
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第４章 職員の服務状況                        

 

１ 年次有給休暇の取得状況 

 

平成 28 年平均取得日数（消化率）  8.0 日  （21.0％） 

 

 

 

２ 育児休業・部分休業・介護休暇の取得状況 

 

(１)育児休業（平成２８年度中に新たに育児休業を取得した職員数）  

区分  

育児休

業取得

者数  

育児休業承認期間  

３月以下  
３月超え  ６月超え  １年超え  １年６月超え  

２年超え  
６月以下  １年以下  １年６月以下  ２年以下  

男性職員  0 0 0 0 0 0 0 

女性職員  0 0 0 0 0 0 0 

計  0 0 0 0 0 0 0 

 

(２)部分休業（平成２８年度中に新たに部分休業を取得した職員数）  

区分  

部分休

業取得

者数  

部分休業承認期間  

３月以下  
３月超え  ６月超え  １年超え  １年６月超え  

２年超え  
６月以下  １年以下  １年６月以下  ２年以下  

男性職員  0 0 0 0 0 0 0 

女性職員  0 0 0 0 0 0 0 

計  0 0 0 0 0 0 0 

 

(３)介護休業（平成２８年度中に新たに介護休業を取得した職員数）  

区分  

介護休

業取得

者数  

介護休業承認期間  

３月以下  
３月超え  ６月超え  １年超え  １年６月超え  

２年超え  
６月以下  １年以下  １年６月以下  ２年以下  

男性職員  0 0 0 0 0 0 0 

女性職員  0 0 0 0 0 0 0 

計  0 0 0 0 0 0 0 
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第５章 職員の分限及び懲戒処分の状況                 

 

１ 分限処分 

 

(１)分限処分者数（平成２８年度） 

（単位：人） 

区        分            降任  免職  休職  合計  

勤務成績が良くない場合      0 0 0 0 

心身の故障の場合      0 0 0 0 

職に必要な適格性を欠く場合      0 0 0 0 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合  0 0 0 0 

刑事事件に関し起訴された場合      0 0 0 0 

合      計  0 0 0 0 

 

 

 

２ 懲戒処分  

 

(１)懲戒処分者数（平成２８年度） 

（単位：人） 

区        分  戒告  減給  停職  免職  合計  

懲戒処分者数  0 0 0 0 0 

 

(２)処分の事由別状況（平成２８年度） 

（単位：人） 

区   分  
給与・任用に

関する不正  

一般服務

違反関係  

一般非行

関係  

収賄等  

関係  

道路  

交通法  
監督責任  合  計  

処分等の事

由別状況  
0 0 0 0 0 0 0 
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第６章 職員の研修及び勤務成績の評定の状況              

 

１ 研修の状況  

研修は、職員の資質向上と勤務能率の増進等を図ることを目的として、毎年実施している。  

平成２８年度に実施した研修実績は下記のとおりである。  

 

(１)内部研修  

実施主体  研   修   名  研修期間（日） 受講者数（人） 

大川村  

職員研修  1 ２1 

職員研修 1 ２１ 

職員研修 1 ２１ 

合       計    ６３ 

 

(２)外部研修（階層別研修） 

実施主体  研   修   名  研修期間（日） 受講者数（人） 

  

新規採用研修職員研修  4 １ 

基本研修（一般職） １ ０ 

採用２年目職員研修  2 ０ 

採用５年目職員研修  ２ ０ 

採用１０年目職員研修  ２ ０ 

採用１５年目職員研修  1 ０ 

基本研修（管理職） 2 ０ 

係長研修  ２  

課長補佐研修  ２ ０ 

課長研修  ２ ０ 

合       計    １ 

 

 

 

２ 勤務成績の評定状況 

 

人事評価制度を導入しており、昇給等勤務成績に反映している。 
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第７章 職員の福祉について                      

 

１ 健康診断の実施 

職員の健康と安全を確保するため、毎年度定期健康診断を実施している。 

 

 

 

２ 労働安全衛生 

衛生委員会を設置予定。 

 

 

 

３ 公務災害の認定状況 

 

公務災害の種類  
平成 2８年度（人） 

傷病  死亡  

新規認定件数  
公務災害  0 0 

通勤災害  0 0 

※ 公務中又は通勤途中に災害に遭い、公務災害又は通勤災害と認定されたときは、地方公務員災害補償制度

によって治療費が補償される。 

 

 

 

４ 福利厚生事業の状況 

 

福利厚生事業費  

（平成 2８年度） 

財源内訳  
互助会への職員

掛金  

互助会への公費

負担率  
定期健康診断  互助会への 

委  託  料  公費負担額  

     千円  
  

千円    千円  
      

千円        ％ 

4５７ 0 4５７ 4５７ 50.0 

※１  互助会とは、（財）高知県市町村職員互助会（共同互助会）のことで、高知県内の市町村等で働く職員がお

互いに助け合うことにより、福祉の増進や生活の向上を図り、地方自治に関する意識の向上と市町村行政の

円滑、かつ能率的な運営に寄与することを目的としている。 

２ 互助会の給付内容には、永年勤続表彰、人間ドック助成及び保養施設利用助成の３つがある。  
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第８章 職員の利益の保護について                   

 

１ 勤務条件に関する措置の要求の状況（公平委員会）  

 

業務の状況  平成 28 年度（件） 

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する措置の要求を審査・判定のうえ、必要な措

置をとること 

0 

 

 

 

２ 不利益処分に関する不服申立ての状況（公平委員会） 

 

業務の状況  平成 28 年度（件） 

職員に対する不利益な処分についての不服申

立てに対する裁決又は決定をすること  
0 

 

 


